
プロポーザル方式入札開札結果表 

プロポーザルに付した事項 
総務部管財課 

淡路市広告付き庁舎案内地図等設置事業 

審査の日時 令和３年２月２４日（水） 

審査の場所 淡路市役所２号館大会議室５ 

予定価格 最低制限価格 契約金額 

￥２６，０００－ ― ￥１６５，０００-（年額） 

当選基準点（当選要件） 300 点  «6 割以上» 

番号 提案者氏名 入札保証金 見積金額 

価 格 

評価点 

(Ａ) 

技 術 

評価点 

(Ｂ) 

審 査 

合計点 

(Ａ)+(Ｂ) 

備考 

１ 表示灯株式会社大阪支社 なし ¥165,000 100 344 444 
最優秀候

補者 

２        

３        

４        

５        

契約予定金額 ￥１６５，０００ （うち消費税及び地方消費税）￥１５，０００ 

＜プロポーザルに参加する者に必要な資格＞ 

 (１) 契約を締結する能力を有しない者でないこと。 

 (２) 破産者で復権を得ない者でないこと。 

 (３) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を

含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加が制限されている者でないこと。 

 (４) 法人においては、法人税、消費税、地方消費税及び本社、支店又は営業所等がある市区町村

に納付すべき税に滞納がないこと。 

 (５) 淡路市暴力団排除条例（平成２５年淡路市条例第９号）第２条第１号に定める暴力団、同条

第２号に定める暴力団員及び同条第３号に定める暴力団密接関係者でないこと。 

 (６) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（ただし、

更正計画認可又は再生計画認可の決定がなされている場合は、この限りでない。）。 

 (７) 反社会的活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用しようとする者でないこと。 

 (８) 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）に規定する破壊的団体又は当該団体の役員若

しくは構成員でないこと。 

 

 

 


